
等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
主事 1,200

主事(任期付) 143

臨時主事 128

技師 299

技師(任期付) 13

臨時技師 28

司書 6

司書(任期付） 1

臨時司書 8

計 1,826

主事 765

主事(再任用) 65

技師 195

技師(再任用) 5

臨時技師 18

司書 9

司書(再任用) 3

計 1,060

主任主事 844

主任技師 260

主任技師(再任用) 1

主任司書 10

計 1,115

主査 1,578

主査(再任用) 193

主査(任期付) 43

副保安長 2

指導主事 39

社会教育主事 2

計 1,857

副主幹 851

副主幹(再任用) 11

副主幹（任期付） 5

副技幹 402

副技幹(再任用) 1

副保安長 1

副保安長（再任用） 1

課長補佐 12

指導主事 48

師範 13

係長 59

副室長(警察本部の課の附置機関) 1

副隊長 1

計 1,406

グループリーダー 393

グループリーダー（再任用） 4

課長代理 14

主幹 94

主幹(再任用) 4

技幹 45

保安長 1

出先機関の課長 245

出先機関の課長(再任用) 29

出先機関の次長 3

出先機関の次長(再任用) 1

出先機関の支所の次長 2

出先機関の支所の次長(再任用) 3

科長 3

出先機関の出張所長 2

課長補佐 61

課長補佐(再任用) 1

指導主事 40

社会教育主事 7

副室長(警察本部の課の附置機関) 4

副所長（警察本部の課の附置機関） 1

副首席師範 8

課長(警察署、警察学校) 40

課付・署付 2

計 1,007

12.3%

主
任
主
事
級

主
事
級

31.8%

1,115

15.5% 1,406

1,857

2,886

20.1%

【給料表の種類】行政職給料表(1)

３級
主任主事又は主任技師の職
務

1,115 12.3%

２級
高度の知識経験を必要とす
る主事又は技師の職務

1,060 11.7%

職務
の級

基準となるべき職務
合計

１級 主事又は技師の職務 1,826

11.1%

グ
ル
ー

プ
リ
ー

ダ
ー

級

15.5%

副
主
幹
級

20.5%
主
査
級

1,007

４級 主査の職務 1,857 20.5%

５級 副主幹又は副技幹の職務 1,406

６級

１　グループリーダーの職
務
２　職務の複雑、困難及び
責任の度が相当高い出先機
関の課長の職務

1,007 11.1%

内訳 職制上の段階



(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階

【給料表の種類】行政職給料表(1)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳 職制上の段階

課長、室長 98

課長（再任用） 2

室長(警察本部の課の附置機関) 2

企画調整担当課長、管理担当課長、担当課長 90

副課長、副室長 96

課長代理、室長代理、専任主幹 61

課長代理、室長代理、専任主幹（再任用） 1

県税事務所長 8

児童相談所長 5

その他の出先機関の所長、園長、校長 24

所長(警察本部の課の附置機関) 1

管理官 5

首席師範 2

事務局長代理(海区漁業調整委員会) 1

県税事務所副所長、自動車税管理事務所副所長 12
県税事務所副所長、自動車税管理事務所副所長(再任用) 1

児童相談所副所長 5

保健福祉事務所副所長 4

土木事務所副所長 3

土木事務所副所長（再任用） 2

その他の出先機関の副所長、副館長、副園長、副校長 47
その他の出先機関の副所長、副館長、副園長、副校長（再任用） 1

その他の出先機関の副所長（再任用） 1

副室長(警察本部の課の附置機関) 1

出先機関の部長 48

出先機関の部長（再任用） 1

県税事務所支所長 1

保健福祉事務所支所長 3

土木事務所支所長 3

その他の出先機関の支所長 2

その他の出先機関の支所長（再任用） 2

保健福祉事務所の支所の副所長 4

土木事務所の支所の副所長 3

出先機関の担当部長 6

出先機関の課長 73

総括事務長、事務長 13

部長(警察学校) 1

担当次長(警察署) 15

計 648

部長 23

室長 6

担当部長 15

担当部長（再任用） 1

総務課長 1

参事 15

県税事務所長、自動車税管理事務所長 5

児童相談所長 1

土木事務所長 4

その他の出先機関の所長、館長、園長、校長 15

その他の出先機関の所長（再任用） 1

地域県政総合センター副所長 5

その他の出先機関の副所長 1

計 93

局長 8

知事政策秘書官 1

いのち・未来戦略統括官 1

担当局長 7

副局長 12

室長 1

参事監 7

参事監(再任用) 3

技監 1

事務局長 3

副事務局長 2

会計管理者 1

土木事務所長 1

地域県政総合センター所長 4

教育監 1

その他の出先機関の所長、館長 3

その他の出先機関の所長（再任用） 1

計 57

理事 3

局長 1

計 4

9,073 100 9073 9,073

理
事
級

4 0.0%

57

１　本庁の課長又は副課長
の職務
２　出先機関の長又は副所
長の職務
３　職務の複雑、困難及び
責任の度が高い出先機関の
課長の職務

648 7.1% 648

１　局長又は副局長の職務
２　会計管理者の職務
３　本庁の事務局長又は副
事務局長の職務
４　職務の複雑、困難及び
責任の度が特に高い出先機
関の長の職務

93 1.0%

7.1%
課
長
級

0.6%

局
長
・
参
事
監
級

部
長
・
参
事
級

合　　計

10級

１　理事の職務
２　職務の複雑、困難及び
責任の度が極めて高い出先
機関の長の職務

4 0.0%

９級 57 0.6%

93

１　本庁の部長の職務
２　職務の複雑、困難及び
責任の度が高い出先機関の
長の職務
３　職務の複雑、困難及び
責任の度が特に高い出先機
関の副所長の職務

８級 1.0%

７級



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
船舶乗務員 3

計 3

技師 1

船舶乗務員 2

臨時生活指導補助員 15

計 18

保安員 2

船舶乗務員 5

計 7

技師(再任用) 1

船舶乗務員 6

計 7

主事 29

技師 63

技師(再任用) 6

計 98

133 100 133 133

技
能
職
員

133 100.0%

5.3%

2.3%

73.7%

5.3%

13.5%

職制上の段階

【給料表の種類】行政職給料表(2)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

合　　計

５級
特に高度の技能又は経験を必要とする
技能職員の職務

98

４級
高度の技能又は経験を必要とする技能
職員の職務

7

１級 技能職員の職務 3

相当高度の技能又は経験を必要とする
技能職員の職務

３級 7

２級
相当の技能又は経験を必要とする技能
職員の職務

18



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
巡査 2,994

計 2,994

巡査長 3,364

計 3,364

巡査部長 4,559

巡査部長(再任用) 11

計 4,570

主任 290

係長 1,157

教官 55

警部補 1,689

警部補(再任用) 41

計 3,232

専門官 247

専門官（再任用） 18

警部 16

中隊長 8

隊本部付 2

課長 200

監察補佐官 1

計 492

課長補佐 267

監察補佐官 10

指導官 22

警部 1

警部（再任用） 1

隊本部付 12

中隊長 20

検視官（警部） 16

室長補佐 6

隊長（課の付置機関） 1

庁舎管理室長 1

本部留置施設庁 1

本部大和留置施設庁（警部） 1

担当補佐官 12

少年相談・保護センター副所長 1

副隊長（課の付置機関） 2

副所長（課の付置機関） 3

副室長（課の付置機関） 8

課長（警察学校） 6

課長（警察署） 191

課付 14

計 596

調査官 76

課長代理（警察本部） 29

室長代理 1

警備官 2

告訴センター所長 1

情報官 2

担当管理官 1

通信指令官 1

事故対策官 1

室長（課の付置機関） 3

副室長（課の付置機関） 1

担当次長 56

連絡官 1

規制官 1

計 176

【給料表の種類】公安職給料表(1)

６級
１　警察本部の課長補佐の職務
２　職務の複雑、困難及び責任の度が
相当高い警察署の課長の職務

596 3.8%

７級
１　調査官の職務
２　警察本部の課長代理の職務
３　警察署の次長の職務

176 1.1%

１　専門官の職務
２　警察署の課長の職務

492 3.1%

４級 係長の職務 3,232 20.6%

５級

4,570 29.2%

巡
査
部
長

巡
査

３級 巡査部長の職務 4,570 29.1%

２級 巡査長の職務 3,364 21.4%

40.7%

１級 巡査の職務 2,994

5.7%
警
部

899

3,497 22.4%
警
部
補

19.1%

6,358

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳 職制上の段階



課長（警察本部） 36

監察官（警察本部） 3

管理官（警察本部） 6

課長代理（警察本部） 66

室長代理（警察本部） 2

署長 42

副署長 54

担当次長（警察署） 9

副部長（市警察部） 4

副本部長（方面本部） 1

副本部長（CS対策本部） 1

秘書官 1

通告官 1

訟務官 1

担当管理官 6

通信司令官 2

知能情報官 1

暴力団排除対策官 1

犯罪収益対策官 1

処分審査官 2

警備官 1

照会センター所長 1

部の附置機関の長 8

副隊長（部の附置機関） 8

室長（課の附置機関） 12

所長（課の附置機関） 3

隊長（課の附置機関） 2

副隊長（課の附置機関） 1

副室長（課の付置機関） 5

副所長（課の付置機関） 1

警察学校の部長 2

計 284

15,708 100 15,637合　　計

313 2.0%
警
視

８級
１　警察本部の課長の職務
２　警察署の署長又は副署長の職務

284 1.8%



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
技師 1

計 1

技師 3

計 3

技師 4

計 4

主任技師 6

船長 1

計 7

船長 2

機関長 1

計 3

計 0

18 100 18 18

主
事
級

１　大型船舶の航海士、機関士又は通
信士の職務
２　中型船舶の航海士、機関士又は通
信士の職務

1 5.6%

２級

１　相当高度の知識経験を必要とする
大型船舶の航海士、機関士又は通信士
の職務
２　相当高度の知識経験を必要とする
中型船舶の航海士、機関士又は通信士
の職務

職制上の段階

【給料表の種類】海事職給料表(1)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

38.9%

主
任
主
事
級

～

主
査
級

３級
１　大型船舶の１等航海士、１等機関
士又は通信長の職務
２　中型船舶の船長又は機関長の職務

4 22.2%

４級

１　大型船舶の船長又は機関長の職務
２　相当高度の知識経験を必要とする
中型船舶の船長又は機関長の職務
３　主任技師の職務

7 38.9% 7

8 44.4%3 16.7%

１級

0 0.0%

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

主
査
級
～

副

主
幹
級

５級

１　相当高度の知識経験を必要とする
大型船舶の船長又は機関長の職務
２　高度の知識経験を必要とする中型
船舶の船長又は機関長の職務
３　主査の職務

3 16.7% 3 16.7%

合　　計

６級

１　高度の知識経験を必要とする大型
船舶の船長又は機関長の職務
２　特に高度の知識経験を必要とする
中型船舶の船長又は機関長の職務

0 0.0%



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
技師 5

臨時技師 3

計 8

技師 8

技師（再任用） 1

計 9

技師 5

計 5

計 0

技師 4

技師(再任用) 2

計 6

28 100 28 28

主
事
級

28 100.0%

職制上の段階

【給料表の種類】海事職給料表(2)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

４級

１　大型船舶の各長の職務
２　高度の技能又は経験を必要とする
中型船舶の各長の職務
３　相当高度の技能又は経験を必要と
する小型船舶の船長又は機関長の職務

0 0.0%

３級

１　大型船舶の各次長の職務
２　相当高度の技能又は経験を必要と
する中型船舶の各長の職務
３　小型船舶の船長又は機関長の職務

１級 船舶の乗組員の職務 8 28.6%

合　　計

５級

１　相当高度の技能又は経験を必要と
する大型船舶の各長の職務
２　特に高度の技能又は経験を必要と
する中型船舶の各長の職務
３　高度の技能又は経験を必要とする
小型船舶の船長又は機関長の職務

6 21.4%

5 17.9%

２級
相当高度の技能又は経験を必要とする
船舶の乗組員の職務

9 32.1%



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
技師 24

技師（任期付） 1

臨時技師 4

学芸員 5

学芸員（臨時的任用） 1

計 35

技師 34

学芸員 12

計 46

主任研究員 68

主任研究員（再任用） 3

主任学芸員 9

計 80

課長 5

主任研究員 35

主任研究員（再任用） 1

主任学芸員 9

計 50

所長、館長 6

館長(再任用) 1

場長、地区事務所長 5

部長 10

課長 12

専門研究員 7

専門研究員（科学捜査研究所） 1

科長(科学捜査研究所) 6

科長(科学捜査研究所)（再任用） 1

次長(科学捜査研究所) 1

総括研究員(科学捜査研究所) 1

計 51

所長 1

館長 1

計 2

264 100 264 264

主
事
級

81

職制上の段階

【給料表の種類】研究職給料表

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

２級
高度の知識経験を必要とする研究員
の職務

46 17.4%

１級 研究員の職務 35 13.3%

19.3%

主
任
主
事
級
～

副

主
幹
級

４級
１　試験研究機関の課長の職務
２　困難な業務を行う主任研究員の
職務

50 18.9% 50 18.9%

副
主
幹
級

３級 主任研究員の職務 80 30.3% 80 30.3%

30.7%

合　　計

グ
ル
ー
プ
リ
ー

ダ
ー

級
～

課
長
級

６級
特に規模の大きい試験研究機関の長
の職務

2 0.8% 2 0.8%

部
長
・
参
事

級
～

局
長
級

５級

１　規模の大きい試験研究機関の長
の職務
２　特に規模の大きい試験研究機関
の部長の職務
３　特に規模の大きい試験研究機関
において困難な業務を行う課長の職
務
４　専門研究員の職務

51 19.3% 51



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
技師 10

計 10

副技幹 7

主査 1

主任医師 2

技師 2

計 12

所長 5

部長 2

担当部長 1

課長 2

技幹 2

計 12

担当部長 1

所長 2

計 3

37 100 37 37

32.4%

職制上の段階

【給料表の種類】医療職給料表(1)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

12 32.4%

主
事
級
～

副

主
幹
級

１級 医師又は歯科医師の職務 10 27.0% 10 27.0%
主
事
級

２級
相当高度の知識経験に基づき困難な業
務を行う医師又は歯科医師の職務

12 32.4%

１　保健福祉事務所の長の職務
２　保健福祉事務所において困難な業
務を行う課長の職務

12 32.4%

合　　計

グ
ル
ー

プ
リ
ー

ダ
ー

級
～

課

長
級

４級
職務の複雑、困難及び責任の度が特に
高い保健福祉事務所の長の職務

3 8.1% 3 8.1%

部
長
・
参
事

級
～

理
事
級

３級 12



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階

計 0

技師 24

技師（任期付） 1

臨時技師 1

計 26

主任技師 19

主任技師(任期付) 1

計 20

主査 18

専門家畜指導員、専門家畜病性
鑑定員、専門栄養士、専門診療
放射線技師、専門検査技師、専
門理学療法士、専門歯科衛生士

14

出張所長 1

主査(再任用) 4

計 37

課長 5

技幹 2

科長 1

計 8

所長 2

部長 1

副所長 2

計 5

96 100 96

主
事
級

２級
１　薬剤師又は獣医師の職務
２　相当困難な業務を行う栄養士、診
療放射線技師又は歯科衛生士の職務

26 27.1%

１級
栄養士、診療放射線技師又は歯科衛生
士の職務

0 0.0%

27.1%26

職制上の段階

【給料表の種類】医療職給料表(2)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

主
任
主
事

級

４級
高度の知識経験に基づき困難な業務を
行う薬剤師、獣医師、栄養士、診療放
射線技師又は歯科衛生士の職務

37 38.5% 37 38.5%

主
査
級
～

副
主
幹
級

３級

１　相当困難な業務を行う薬剤師又は
獣医師の職務
２　困難な業務を行う栄養士、診療放
射線技師又は歯科衛生士の職務

20 20.8% 20 20.8%

合　　計

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

６級

１　家畜保健衛生所の長の職務
２　特に高度の知識経験に基づき特に
困難な業務を行う薬剤師、獣医師、栄
養士、診療放射線技師又は歯科衛生士
の職務

5 5.2% 5 5.2%
課
長
級

５級
高度の知識経験に基づき特に困難な業
務を行う薬剤師、獣医師、栄養士、診
療放射線技師又は歯科衛生士の職務

8 8.3% 8 8.3%



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階

計 0

計 0

技師 2

臨時技師 2

計 4

主任看護師 14

主任看護師（再任用） 1

計 15

看護係長 1

主任看護師 12

計 13

看護科長（再任用） 1

看護係長 3

看護係長（再任用） 1

計 5

計 0

37 100 37 37

５級
１　看護係長の職務
２　困難な業務を行う主任看護師の職
務

４級 15 40.5%

13 35.1% 13 35.1%

主
任
主

事
級

主任看護師の職務 15 40.5%

主
事
級

4

１級 准看護師の職務 0 0.0%

10.8%２級 助産師又は看護師の職務

３級
高度の知識経験を必要とする助産師又
は看護師の職務

4 10.8%

0 0.0%

職制上の段階

【給料表の種類】医療職給料表(3)

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

主
査
級

６級

合　　計

課
長
級

７級 看護業務を行う出先機関の部長の職務 0 0.0% 0 0.0%

副
主
幹
級

～

課
長
級

13.5%
１　看護科長の職務
２　高度の知識経験に基づき困難な業
務を行う看護係長の職務

5 13.5% 5



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
主事 121

主事(任期付職員) 6

臨時主事 34

計 161

主事 193

主事(再任用) 4

計 197

主任主事 118

計 118

専門福祉司 122

主査 102

主査(再任用) 17

計 241

課長 35

課長補佐 9

主幹(再任用) 2

計 46

部長 4

副部長 1

課長 7

課長(再任用) 1

計 13

776 100 776

主
事
級

２級
相当困難な業務を行う生活指導員の職
務

197 25.4%

１級 生活指導員の職務 161 20.7%

46.1%358

職制上の段階

【給料表の種類】福祉職給料表

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳

主
任
主

事
級

４級
高度の知識経験に基づき困難な業務を
行う生活指導員の職務

241 31.1% 241 31.1%

主
査
級
～

副
主
幹
級

３級 困難な業務を行う生活指導員の職務 118 15.2% 118 15.2%

合　　計

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

６級
１　社会福祉施設の部長の職務
２　高度の知識経験に基づき困難な業
務を行う社会福祉施設の課長の職務

13 1.7% 13 1.7%
課
長
級

５級 社会福祉施設の課長の職務 46 5.9% 46 5.9%



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
助教諭（臨時的任用） 1

実習助手 79

実習助手(再任用) 3

実習助手（任期付） 2

臨時実習助手 107

寄宿舎指導員 17

寄宿舎指導員（任期付） 1

臨時寄宿舎指導員 5

計 215

教諭 16,651

教諭(再任用) 1,383

教諭(臨時的任用) 1,773

教諭(任期付) 503

講師 8

講師（臨時的任用） 2

養護教諭 479

養護教諭(再任用) 33

養護教諭(臨時的任用) 141

養護教諭(任期付) 36

栄養教諭 110

栄養教諭(再任用) 4

実習助手 59

実習助手(再任用) 27

計 21,209

総括教諭 3,009

総括教諭(再任用) 174

計 3,183

副校長 126

副校長（再任用） 42

教頭 691

教頭（再任用） 3

計 862

校長 589

校長(再任用) 71

総括校長 6

計 666

26,135 100 26,135

課
長
級

合　　計

【給料表の種類】教育職給料表

主
事
級
～

副
主
幹
級

５級 校長の職務 666 2.5% 666 2.5%

副
主
幹
級

～

グ
ル
ー

プ
リ
ー

ダ
ー

級

４級 副校長又は教頭の職務 862 3.3% 862 3.3%

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

３級 総括教諭の職務 3,183 12.2% 3,183 12.2%

81.2%

１級 実習助手の職務 215 0.8% 215 0.8%

２級

１　教諭、養護教諭又は栄養教諭の職
務
２　高度の知識経験を必要とする実習
助手の職務

21,209 81.2% 21,209

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
主事 93

主事（任期付） 4

臨時主事 73

事務主事 86

事務主事（任期付） 21

事務主事（再任用） 1

臨時事務主事 129

学校司書 16

臨時学校司書 51

計 474

主事 35

主事(再任用) 15

事務主事 95

学校司書 4

学校司書（再任用） 1

計 150

主任主事 22

主任事務主事 92

3

計 117

主査 82

事務主査 94

主査（再任用） 35

事務主査（再任用） 27

計 238

副主幹 96

総括事務主査 42

総括事務主査(再任用) 3

計 141

事務長 84

事務長(再任用) 67

主幹 1

事務主幹 22

計 174

1,294 100 1,294 1,294合　　計

【給料表の種類】学校行政職給料表

副
主
幹
級

６級
県立学校の事務長又は市町村立学校の
事務主幹の職務

174 13.4% 174 13.4%

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

５級
県立学校の副主幹又は市町村立学校の
総括事務主査の職務

141 10.9% 141 10.9%

9.0%

主
任
主
事

級

４級
県立学校の主査又は市町村立学校の事
務主査の職務

238 18.4% 238 18.4%
主
査
級

３級
県立学校の主任主事又は市町村立学校
の主任事務主事の職務

117 9.0% 117

主
事
級

２級
高度の知識経験を必要とする県立学校
の主事又は市町村立学校の事務主事の
職務

150 11.6%

１級
県立学校の主事又は市町村立学校の事
務主事の職務

474 36.6%

624 48.2%

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳 職制上の段階



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階
臨時技師 2

学校栄養技師 7

臨時学校栄養技師 21

栄養技師（任期付） 11

計 41

学校栄養技師 36

計 36

学校栄養主任技師 12

計 12

学校栄養主査 3

計 3

92 100 92合　　計

【給料表の種類】学校栄養職給料表

主
事
級

主
任
主
事
級

４級
県立学校の主査又は市町村立学校の学
校栄養主査の職務

3 3.3% 3 3.3%

主
査
級
～

副
主
幹
級

３級
県立学校の主任技師又は市町村立学校
の学校栄養主任技師の職務

12 13.0% 12 13.0%

２級
困難な業務を行う県立学校の技師又は
市町村立学校の学校栄養技師の職務

36 39.1% 36 39.1%

44.6%

職務
の級

基準となるべき職務
合計 内訳 職制上の段階

１級
県立学校の技師又は市町村立学校の学
校栄養技師の職務

41 44.6% 41



等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和６年４月１日現在)

(人) (％) 職名 (人) (人) (％) 段階

計 0

計 0

主幹 2

計 2

担当課長 1

計 1

担当部長 1

校長 1

計 2

参事監 1

園長 1

計 2

計 0

7 100 7

職制上の段階

【給料表の種類】特定任期付職員

号給 基準となるべき職務
合計 内訳

2
高度の専門的な知識経験を有する者が
その知識経験を活用して困難な業務に
従事する特定任期付職員の職務

0 0.0%

副
主
幹
級

0.0%

1
高度の専門的な知識経験を有する者が
その知識経験を活用して業務に従事す
る特定任期付職員の職務

0 0.0%

0

28.6%

グ
ル
ー

プ

リ
ー

ダ
ー

級

4

特に高度の専門的な知識経験を有する
者がその知識経験を活用して特に困難
な業務に従事する特定任期付職員の職
務

1 14.3% 1 14.3%
課
長
級

3
高度の専門的な知識経験を有する者が
その知識経験を活用して特に困難な業
務に従事する特定任期付職員の職務

2 28.6% 2 28.6%

2

部
長
・
参

事
級

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優
れた識見を有する者がその知識経験等
を活用して特に困難な業務で特に重要
なものに従事する特定任期付職員の職
務

0 0.0% 0 0.0%
理
事
級

28.6%

局
長
・
参
事

監
級

5

特に高度の専門的な知識経験を有する
者がその知識経験を活用して特に困難
な業務で重要なものに従事する特定任
期付職員の職務

2 28.6% 2

合　　計

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優
れた識見を有する者がその知識経験等
を活用して特に困難な業務で重要なも
のに従事する特定任期付職員の職務

2 28.6%


